
 

≪ 和田山北支店金融店舗番号の変更についてのＱ＆Ａ ≫ 

 

【 共通項目 】 

Q 店舗番号変更後の取引はどうなるのですか？ 

 

A 支店名 和田山北支店⇒和田山支店 店舗番号 ０７８⇒０７４が変わり 

ます。 

店舗は、和田山北店として継続します。 

 

Q 口座番号はどうなるのですか？ 

 

A 原則として、現在の口座番号をそのままご利用いただきます。 

ただし、一部のお客様につきましては口座番号が変更になる可能性があり

ますので、その際は個別に対応させていただきます。 

 

Q 通帳・証書はどうなるのですか？ 

 

A 引き続きご利用いただけます。 

なお、7月 12日（日）の店舗番号統一日翌日の営業日より、ご希望の方に

は切り替え発行させていただきます。その際の手数料は、いただきません。 

 

 

【 ＡＴＭ 】 

Q キャッシュカードはどうなるのですか？ 

 

A 現在のカードを引き続きご利用いただけます。 

なお、新しい店舗名（和田山支店）のキャッシュカードをご希望の方は、

7月 13日（月）以降に、和田山支店、または、和田山北店（新店舗名）まで

お申し付けください。その際の手数料はいただきません。 

また、口座番号が変更になった方については、新しいキャッシュカードを

郵送にてお届けさせていただきます。その場合についても、現在のカードは

引き続きご利用いただけますが、新しいキャッシュカードを使用された後は、

現在のキャッシュカードは使用できなくなります。 

 

※ 口座番号が変更になった方の、現在ご利用の通帳を窓口に提示いただいた場

合、再発行手続を行います。通帳を再発行した後は、現在使用のキャッシュ

カードは使用できなくなります。（新しいキャッシュカードをご利用くださ

い。） 

 



 

Q 振込カードはどうなるのですか？ 

 

A ご使用できなくなります。 

誠に申し訳ありませんが、振込先店舗を「和田山支店」として、新たにお

作りいただきますようお願い申し上げます。 

また、ＩＣキャッシュカードに振込先情報を登録されている場合も、大変

お手数ですが変更いただきますようお願い申し上げます。 

 

Q 農産物の集荷代金の清算、配当金など受取口座として利用していますが、何 

か手続等必要ですか？ 

 

A ＪＡたじまが依頼人となる、出荷者等への振込に関しては必要ありません。 

また、ご依頼先がＪＡたじま以外の場合に関しては、過去 1年間の「定期的

な振込」を確認し、ご依頼先にご案内しております。 

 

※ なお、大変お手数ですが、念のため、相手先に「新しい店舗名（和田山支店）、

口座番号」を、連絡いただきますようお願い申し上げます。 

 

Q 給与振込を指定していますが、何か手続は必要ですか？ 

 

A ＪＡから、ご依頼先（勤務先）に、変更のご案内をしておりますが、念のた 

め「新しい店舗名（和田山支店）、口座番号」を、連絡いただきますようお願 

い申し上げます。 

 

Q 年金受取口座に指定していますが、何か手続は必要ですか？ 

 

A 公的年金（新国厚生・国民・厚生・船員・労災など）については、お手続き

いただく必要はありません。 

ただし、企業年金・年金基金・一部の共済年金などについては、振込先店

舗名を新しい店舗名（和田山支店）に変更いただかなければならない場合が

ございますので、誠に恐れ入りますが、それぞれの支払機関等へご確認いた

だきますようお願い申し上げます。 

 

Q 店舗番号変更日（令和 2年 7月 12日）後に、振込があった場合はどうなり 

ますか？ 

 

A 原則、令和 2年 10月 2日までは、読替（変更前と同様の店舗名、口座番号を 

新店舗に対応できるよう読み替える）ご入金させていただきますが、令和 2 

年 10月 3日以降は入金できなくなり資金が返却されます。 

従いまして、誠に恐れ入りますが、店舗番号変更後は、お振込みのご依頼



 

人様に店舗名変更のご連絡をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

【 その他 】 

Q 公共料金、クレジット、各種料金、ローン返済などの引落口座として利用し 

ていますが、何か手続は必要ですか？ 

 

A お手続きいただく必要はありません。 

 

Q インターネットバンキングを利用していますが、何か手続は必要ですか？ 

 

A お手続きいただく必要はありません。 

ただし、振込先の登録を「和田山北支店」にされている場合、「和田山支店」

に変更をお願いします。 

 

Q たじま農協に出資をしていますが、何か手続は必要ですか？ 

 

A お手続きいただく必要はありません。 

 

Q 融資取引をしていますが、何か手続は必要ですか？ 

 

A お手続きいただく必要はありません。 

 

Q 財形貯蓄貯金の契約事業者ですが、何か手続は必要ですか？ 

 

A お手続きいただく必要はありません。 

 

Q マル優・マル特・マル財を利用していますが、何か手続は必要ですか？ 

 

A マル優及びマル特については、お手続きいただく必要はありません。 

マル財をご利用の方で、お手続きが必要な方については個別に対応させて

いただきます。 

 

Q 通帳アプリ（ＪＡバンクアプリ）はどうなりますか？ 

 

A 誠に申し訳ありませんが、登録の変更をお願いします。 

現在登録の和田山北支店の口座情報を削除し、和田山支店の口座の登録を

お願いします。 

なお、店舗番号変更前の和田山北支店の口座情報についてもご覧いただけ

ます。 


